
「モールス電信技能認定実施規程」の一部改正
（下線太字部分が改正箇所）

現 行 改 正 後

第１条～第６条 省略 第１条～第６条 省略

（試験の免除） （試験の免除）
第７条 一定の資格を有する無線従事者が、モールス電信技能の試験を受ける場合は、 第７条 一定の資格を有する無線従事者が、モールス電信技能の試験を受ける場合は、
申請により次に定める区別に従い試験の全部または一部を免除する。 申請により次に定める区別に従い試験の全部または一部を免除する。

２ 前項の申請は、国家試験を受験し 「電気通信術」の「科目合格」の日付が次、
に定める区別の無線従事者資格を取得した日の前の場合は、試験の全部または一
部を免除する。

（１）試験免除 （１）試験免除
認定を希望する者の有する資格 試験を免除する資格 認定を希望する者の有する資格 試験を免除する資格
第１級総合無線通信士 モールス電信総合３段以下 第１級総合無線通信士 モールス電信総合３段以下
（昭和５８年３月３１日までに受験し資格を取得した者） （昭和５８年３月３１日までに受験し資格を取得した者）
第１級総合無線通信士 モールス電信総合２段以下 第１級総合無線通信士 モールス電信総合２段以下
（昭和５８年４月１日以降に受験し資格を取得した者） （昭和５８年４月１日以降に受験し資格を取得した者）
第２・３級総合無線通信士 モールス電信総合２段以下 第２・３級総合無線通信士 モールス電信総合２段以下
第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合１級以下 第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合１級以下
（平成８年３月３１日までに受験し資格を取得した者） （平成８年３月３１日までに受験し資格を取得した者）
第１級アマチュア無線技士 モールス電信欧文１級以下 第１級アマチュア無線技士 モールス電信欧文１級以下
（平成８年４月１日から平成 年 月 日までに （平成８年４月１日から平成 年 月 日までに17 9 30 17 9 30
受験し資格を取得した者） 受験し資格を取得した者）
第１級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級 第１級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級
（平成 年 月 日以降に受験し資格を取得した者) （平成 年 月 日以降に受験し資格を取得した者)17 10 1 17 10 1
第２級アマチュア無線技士 モールス電信欧文２級以下 第２級アマチュア無線技士 モールス電信欧文２級以下
(平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者） (平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者）17 9 30 17 9 30
第２級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級 第２級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級
(平成 年 月 日以降に受験し資格を取得した者） (平成 年 月 日以降に受験し資格を取得した者）17 10 1 17 10 1
第３級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級 第３級アマチュア無線技士 モールス電信欧文３級
(平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者） (平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者）17 9 30 17 9 30

（２）科目免除 （２）科目免除
認定を希望する者の有する資格 試験科目を免除する資格 認定を希望する者の有する資格 試験科目を免除する資格
国内電信級陸上特殊無線技士 モールス電信総合２段以下の和文 国内電信級陸上特殊無線技士 モールス電信総合２段以下の和文
第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合１級以下の欧文 第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合１級以下の欧文
（平成８年４月１日から平成 年 月 日までに受験し （平成８年４月１日から平成 年 月 日までに受験し17 9 30 17 9 30
資格を取得した者） 資格を取得した者）
第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級以下の欧文 第１級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級以下の欧文
（平成 年 月１日以降に受験し資格を取得した者） （平成 年 月１日以降に受験し資格を取得した者）17 10 17 10
第２級アマチュア無線技士 モールス電信総合２級以下の欧文 第２級アマチュア無線技士 モールス電信総合２級以下の欧文
平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者） 平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者）17 9 30 17 9 30
第２級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級以下の欧文 第２級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級以下の欧文
（平成 年 月１日以降に受験し資格を取得した者） （平成 年 月１日以降に受験し資格を取得した者）17 10 17 10
第３級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級の欧文 第３級アマチュア無線技士 モールス電信総合３級の欧文
平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者） 平成 年 月 日までに受験し資格を取得した者）17 9 30 17 9 30



第８条～第１３条 省略 第８条～第１３条 省略

付 則 １．この規程は、平成 ８年１１月２２日から施行する。 付 則 １．この規程は、平成 ８年１１月２２日から施行する。
２．この規程は、平成１１年 ５月２２日から施行する。 ２．この規程は、平成１１年 ５月２２日から施行する。
改正 第７条（１） 改正 第７条（１）

３．この規程は、平成１７年１０月２３日から施行する。 ３．この規程は、平成１７年１０月２３日から施行する。
改正 第５条、第７条（１ （２） 改正 第５条、第７条（１ （２））、 ）、

４．この規程は、平成１８年７月１５日から施行する。
改正 第７条 ２．


